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第６期美幌町総合計画の
策定について
びほろのみらいをつくる。

美幌町総務部まちづくりグループ
総合計画主幹 那 須 清 二

H26.10.1

総合計画とは （１）

基本構想
（政策）

基本計画
（施策）

実施計画
（事務事業）

町では「○○事務」「△△事業」と“事務事業”単位でまちづくりを進めていますが、

その事務事業のすべての“もと”となるのが「総合計画（基本構想・基本計画）」です。

産業、教育、福祉、生活基盤整備など、まちづくり分野すべてに関わります。

町の目指すべき将来像、
まちづくりの目標として定めるもの。

基本構想を実現するために、
取り組む内容を体系化したもの。

基本計画に示した基本的施策を
実現するために定めるもの。

総合計画総合計画

総合計画とは （２）
•従来：地方自治法第２条第４項

•「市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経て
その地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基
本構想を定め、これに即して行うようにしなければならない。」

自治法で基本構想の策定義務規定があった。

平成２３年、自治法の改正（地域主権改革）に
より策定義務が撤廃された。

各自治体で今後の総合計画の
あり方を検討。美幌町では・・・

めざす町の姿
（基本構想）

取り組む内容
（基本計画）

事務事業
（実施計画）

議会の
議決

まとめ

総合計画とは （３）
美幌町では、まちの憲法にあたる
「美幌町自治基本条例」で
総合計画策定を義務づけました。

平成２３年４月施行 美幌町自治基本条例

(総合計画)
第３６条 行政は、美幌町の目指す将来の姿を明らかにし、総合的かつ計画的な

行政運営を行うため、総合計画を策定します。

２ …
３ …
４ …
５ …

総合計画 ＝

美幌町のまちづくりの最上位計画であり、分野ごとの個別計画
の目標や施策については本計画と整合性が図られている。

今後、議決事項の規定についても
設ける予定。

第６期美幌町総合計画策定のポイント （１）

○ローカルマニフェストが反映される！

○町民主体で策定される！

○行政評価・予算とリンクする！

実践的な計画にするための３つの挑戦

第６期美幌町総合計画策定のポイント （２）

○町民主体で策定される！

第６期美幌町総合計画策定組織系統図

『びほろ』みらいまちづくり会議『びほろ』みらいまちづくり会議
総合計画の素案を策定する。

総務
※各部会には、担当職員がオブザーバーとして参加

総合計画審議会
附属機関。

町の代表的な機関のトップにより
構成する会議 全１２名総合計画策定本部会議

本部員（
基本方針等の協議決定、総合計画素案の

政

議 会
随時経過等を
報告する。



2014/9/30

2

第６期美幌町総合計画策定のポイント （３）

○町民主体で作成される！

★
→８１３人回答

★
→３０７人回答

★

第６期美幌町総合計画策定のポイント （４）

○町民主体で作成される！

★
ツなど分野別アンケートの結果

「美幌町まちづくり白書」に集約！

素案策定に反映させていきます。

さらに…

第６期美幌町総合計画策定のポイント （５）

○ローカルマニフェストが反映される！

第６期美幌町総合計画策定のポイント （６）

○行政評価・予算とリンクする！

基本計画

予 算

基本構想

実施計画

第６期美幌町総合計画

他計画

第６期美幌町総合計画策定のポイント （７）

【まとめ】

○町民主体で策定される！

町民ニーズが反映される計画に。

○ローカルマニフェストが反映される！

美幌町の最上位計画という
位置付けが明確に。

○行政評価・予算とリンクする！

より実行性の高い計画に。

今後のスケジュール

タウンウォッチングH26.10.8

H26.10.22 第２回会議

H26

H27.8月末

H27 1月頃 総合計画シンポジウム 講師とのディスカッション等

第○回会議
まとめ

総合計画審議会H27.9月

H27.10月 パブリックコメント

H27.12月 議会へ上程 H28.4から開始

H26.9.24 びほろみらいまちづくり会議
（第１回）

委員
部会の設置等


